
 

高 福 第 １ １ ２ 号 

令和８年５月１９日 

 

各軽費老人ホーム施設長 様 

 

 

埼玉県福祉部高齢者福祉課長 草野 敏行（公印省略） 

 

 

「令和８年度埼玉県軽費老人ホーム利用料等取扱基準」の改定について（通知） 

 

県の高齢者福祉の推進につきましては、日頃、格別の御協力をいただき厚くお

礼申し上げます。 

さて、「令和８年度埼玉県軽費老人ホーム利用料等取扱基準」を改定いたしま

した。各施設におかれましては、適切な事務処理をお願いいたします。 

なお、施設ごとの補助単価等を定めた設定状況表については、後日送付いたし

ます。 

記 

１ 適用年月日 

  令和８年４月１日 

 

２ 改定内容 

（1）  地域区分の改定 

「人事院規則９－４９附則第４条附則別表第２（現「別表第１」）」に則

るとされていた地域区分については、介護保険サービスと同様に「厚生労働

大臣が定める一単位の単価」（平成２７年３月２３日厚労告９３）に則るも

のとする。 

（2）  過年度分介護報酬改定率の反映 

「【表１】サービスの提供に要する基本額（月額）」について、平成２１

年度から令和８年度までの介護報酬改定率（１０．２６％）を反映させ、補

助単価を引き上げる。 

 

３ 今後の改定 

（1）  定期的な改定 

介護報酬改定毎に「サービスの提供に要する基本額（月額）」を見直すも

のとする。 

（2）  令和８年度８月改定（予定） 

令和８年度介護報酬改定に準じ、生活費を１日あたり１００円相当額引

き上げることを検討している。 

 

 

 

担 当：施設・事業者指導担当 辰田・金子 
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